
【
平
成
29
年
分
の
医
療
費
控
除
申

　

告
の
書
類
に
つ
い
て
】

①
医
療
費
控
除
の
明
細
書

②
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け

　

た
医
療
費
通
知

※
②
を
提
出
す
る
場
合
は
、
明
細

書
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。

※
平
成
29
年
度
分
は
領
収
書
の
添

付
が
不
要
で
す
が
、
所
得
税
の

平
成
31
年
分
（
町
道
民
税
で
は

平
成
32
年
度
課
税
）
ま
で
の
申

告
は
、
医
療
費
の
領
収
書
の
添

付
ま
た
は
提
示
に
よ
る
申
告
も

で
き
ま
す
。

※
医
療
費
の
明
細
書
を
持
参
し
な

い
場
合
に
は
、
医
療
費
の
領
収

書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
医
療
費
の
領
収
書
を
提
出
し
な

　

い
場
合
に
つ
い
て
】

　

申
告
の
際
に
、
医
療
費
の
領
収

書
を
提
出
し
な
い
場
合
は
、
ご
自

宅
で
5
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

※
税
務
署
や
町
か
ら
求
め
が
あ
っ

　

た
場
合
に
は
、
提
示
ま
た
は
提

　

出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
医
療
費
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て
】

　

健
康
保
険
組
合
な
ど
が
発
行
す

る
医
療
費
の
お
知
ら
せ
は
、
次
の

事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
が
、
申

告
の
際
に
使
用
で
き
る
も
の
と
な

り
ま
す
。

①
被
保
険
者
（
ま
た
は
そ
の
被
扶

　

養
者
）
の
氏
名

②
療
養
を
受
け
た
年
月

③
療
養
を
受
け
た
人
の
氏
名

④
療
養
を
受
け
た
病
院
、
診
療
所
、

　

薬
局
そ
の
他
の
者
の
名
称

⑤
被
保
険
者
ま
た
は
そ
の
被
扶
養

　

者
が
支
払
っ
た
医
療
費
の
額

⑥
保
険
者
の
名
称

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

財
務
課
課
税
第
一
係　

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
4

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

よ
く
あ
る
税
の
ご
質
問
に
対
す
る

一
般
的
な
回
答
を
税
金
の
種
類
ご

と
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
書
作
成
の
参
考
と
し
て

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
税
に
関
す
る
一
般
的

な
ご
相
談
は
、
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
の
利
用
方
法
】

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

　

h
ttp
s://w

w
w
.n
ta.go.jp

　

も
し
く
は
検

　

索
サ
イ
ト
で

　

「
タ
ッ
ク
ス

　

ア
ン
サ
ー
」

　

を
検
索
し
て

　

く
だ
さ
い
。

【
最
寄
り
の
国
税
電
話
相
談
セ
ン

　

タ
ー
】

　

確
定
申
告
期
は
、
最
寄
り
の
税

務
署
へ
電
話
し
、
自
動
案
内
に

従
っ
て
番
号
「
0
」
を
選
択
す
る

と
「
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
」
に
繋
が
り
ま
す
。

・
八
雲
税
務
署　

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
4
8

・
江
差
税
務
署　

　

☎
0
1
3
9
│
52
│
0
0
7
8

医
療
費
控
除
を
申
告
す
る

際
の
領
収
書
が
提
出
不
要

と
な
り
ま
し
た

税
金
に
つ
い
て
困
っ
た
と
き
は

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー

■平成30年4月1日より自己搬入ごみ処理手数料を改定します。

　組合（江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、八雲町熊石地区）では、事業活動で排出されるご

みや、家庭から排出される粗大ごみなどの処分について、南部桧山清掃センターへの自己搬入時

に、ごみ処理経費の一部として、ごみ処理手数料（受益者負担）を負担していただいています。

　このごみ処理手数料について、現状として家庭ごみで使用する指定容器に比べ、ごみ処理経費に

対する受益者負担の割合が低いことから、全道・近隣地域の状況を踏まえ、平成30年4月1日から次

のとおり、改定します。

【問い合わせ先】熊石総合支所住民サービス課　☎01398─2─3111

南部桧山衛生処理組合からのお知らせ

熊石地域のごみ処理手数料が一部変わります

540円／100㎏まで  20㎏増すごとに108円平成30年3月31日まで

750円／100㎏まで  20㎏増すごとに150円平成30年4月1日から

　

医
療
費
通
知
と
は
、
健
康
保

険
組
合
等
が
発
行
す
る
「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
で
す
。

詳
し
く
は
各
医
療
保
険
者
へ
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。
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